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カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
一
九
七
○
年
代
末
の
ポ
ル
・

ポ
ト
政
権
時
代
に
一
五
○
万
人
前
後
の
人
々
が
死

亡
し
た
。
こ
の
「
犯
罪
」
の
責
任
追
及
を
す
べ
く
、

国
連
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
一
九
九
七
年
以
降
交

渉
を
重
ね
、
よ
う
や
く
二
○
○
六
年
七
月
に
特
別

法
廷
設
置
が
実
現
し
た
。
以
下
で
は
、
交
渉
経
緯
、

法
定
の
特
徴
、
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

●
特
別
法
廷
設
置
ま
で
の
交
渉
史

ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
時
代
の
い
わ
ゆ
る
ク
メ
ー
ル

・
ル
ー
ジ
ュ
の
犯
罪
を
裁
く
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法

廷
（
以
下
、
特
別
法
廷
）
設
立
へ
の
動
き
は
、
一

九
九
○
年
代
半
ば
に
始
ま
る
（
参
考
文
献
①
、

④
）。
一
九
九
六
年
八
月
に
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
の

残
党
と
し
て
抵
抗
を
続
け
て
い
た
イ
エ
ン
・
サ
リ

が
数
千
人
の
部
隊
を
率
い
て
政
府
に
投
降
し
、
国

内
の
軍
事
的
緊
張
が
緩
和
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
一
九
九
七
年
四
月
に
国
連
人
権
委
員

会
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
支
援
要
請
を
国
連
事
務
局

長
に
要
請
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。
総
選
挙
を
直

前
に
控
え
て
、
ポ
ル
・
ポ
ト
派
へ
の
対
応
を
め
ぐ

り
牽
制
し
あ
っ
て
い
た
ラ
ナ
リ
ッ
ト
第
一
首
相
と

フ
ン
セ
ン
第
二
首
相
は
、
一
九
九
七
年
六
月
二
一

日
に
特
別
法
廷
設
置
に
つ
い
て
の
「
国
連
と
国
際

社
会
に
よ
る
支
援
」
を
求
め
る
連
名
の
書
簡
を
国

連
事
務
総
長
宛
に
送
り
、
こ
れ
を
受
け
て
一
九
九

七
年
一
二
月
に
国
連
総
会
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府

の
要
請
を
検
討
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

そ
の
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
と
国
連
と
の
間
で
、

裁
判
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
の
話
し
合
い
が
重
ね

ら
れ
た
。
外
国
人
司
法
官
（
裁
判
官
お
よ
び
検
察

官
）
中
心
の
国
際
裁
判
を
主
張
す
る
国
連
に
対
し

て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
あ
く
ま
で
国
内
裁
判
所

を
軸
に
、
国
際
社
会
が
そ
れ
を
支
援
す
る
形
態
に

こ
だ
わ
っ
た
。
難
交
渉
の
末
、
外
国
人
司
法
官
の

関
与
を
認
め
る
も
の
の
判
決
は
「
過
半
数
プ
ラ
ス

一
人
」
の
合
意
の
特
別
多
数
決
方
式
に
よ
る
こ
と
、

司
法
官
の
任
命
権
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
司
法
官
職
高

等
評
議
会
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
概

ね
の
合
意
が
で
き
た
。
し
か
し
、
詳
細
ま
で
詰
ま

っ
て
い
な
い
状
況
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
カ
ン

ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
設
置
法
（
以
下
、
設
置
法
）
の

策
定
を
進
め
、
同
法
は
二
○
○
一
年
八
月
に
成
立

し
た
（
参
考
文
献
④
）。

国
連
は
こ
の
後
も
、
客
観
的
な
公
正
さ
を
国
際

協
定
に
よ
っ
て
確
保
す
べ
く
交
渉
の
継
続
を
求
め

た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
設
置
法
が
最
終
文
書

で
あ
り
あ
ら
た
め
て
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
な

い
と
主
張
し
、
二
○
○
二
年
二
月
に
は
交
渉
が
一

時
打
ち
切
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
各
国
が
仲
介
努
力
を
重
ね
、
同
年
六
月

に
交
渉
が
再
開
さ
れ
た
。
国
連
側
は
「
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
全
面
的
に
任
せ
る
よ
り
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

国
内
法
廷
で
あ
っ
て
も
多
少
な
り
と
も
外
国
が
関

与
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
い
う
選
択
を
し
、
二

○
○
三
年
五
月
に
国
連
総
会
は
「
民
主
カ
ン
プ
チ

ア
時
代
に
犯
さ
れ
た
罪
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
法
の
下
に

お
け
る
訴
追
手
続
に
関
す
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
国
連

協
定
」
を
採
択
し
た
。
そ
し
て
、
二
○
○
三
年
六

月
に
本
協
定
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
た
（
参
考
文
献

①
）。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
二
○
○
三
年
七
月
の
総
選

挙
後
に
続
い
た
政
権
空
白
後
の
二
○
○
四
年
一
○

月
に
、
国
連
と
の
合
意
内
容
に
沿
っ
て
設
置
法
を

改
正
し
、
ま
た
協
定
へ
の
批
准
を
国
会
に
て
採
択

し
た
。
国
連
と
の
協
定
は
、
同
年
一
二
月
に
予
算

に
つ
い
て
合
意
を
し
た
後
、
二
○
○
五
年
四
月
に

予
算
の
目
処
が
つ
い
た
と
し
て
発
効
し
た
。

予
算
は
、
国
連
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
が
約
五
八

三
○
万
ド
ル
（
三
年
分
相
当
）
を
双
方
で
分
担
し

て
負
担
す
る
。
国
連
は
二
○
○
五
年
三
月
に
拠
出

金
に
つ
い
て
の
プ
レ
ッ
ジ
会
合
を
開
催
し
、
国
連

負
担
分
四
三
○
○
万
ド
ル
に
つ
い
て
は
日
本
が
約
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半
分
の
二
一
六
○
万
ド
ル
の
拠
出
を
表
明
し
た
の

を
は
じ
め
、
一
三
カ
国
か
ら
総
額
三
八
○
○
万
ド

ル
以
上
の
支
援
が
約
束
さ
れ
た
（
表
１
）。
カ
ン

ボ
ジ
ア
政
府
側
の
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
政
府
が

一
五
○
万
ド
ル
の
拠
出
を
決
め
た
だ
け
で
、
残
り

を
国
際
的
な
支
援
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
が
一
二
○
万
ド
ル
、
イ

ン
ド
が
一
○
○
万
ド
ル
、
タ
イ
が
二
万
五
○
○
○

ド
ル
の
支
援
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ

時
代
の
資
金
か
ら
五
○
○
万
ド
ル
程
度
を
活
用
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
ま
だ
全
額
が
集
ま
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
裁
判
開
始
の
初
期
段
階
に
必

要
な
資
金
の
目
処
が
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
連
事

務
総
長
へ
の
書
簡
提
出
か
ら
九
年
を
経
て
、
よ
う

や
く
特
別
法
廷
が
始
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
今
回
の
特
別
法
廷
以
前
に
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
は
二
度
裁
判
の
試
み
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
内

戦
直
後
の
一
九
七
九
年
に
行
わ
れ
て
ポ
ル
・
ポ
ト

お
よ
び
イ
エ
ン
・
サ
リ
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
で
の

死
刑
判
決
を
下
し
た
人
民
革
命
法
廷
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
一
九
九
七
年
七
月
に
ポ
ル
・
ポ
ト
派
内

部
で
行
わ
れ
ポ
ル
・
ポ
ト
自
身
に
終
身
刑
を
言
い

渡
し
た
ア
ン
ロ
ン
ベ
ン
人
民
裁
判
で
あ
る
。
人
民

革
命
法
廷
で
は
ポ
ル
・
ポ
ト
も
イ
エ
ン
・
サ
リ
も

欠
席
の
ま
ま
に
判
決
が
く
だ
さ
れ
、
判
決
は
執
行

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
イ
エ
ン
・
サ
リ
は
一
九

九
六
年
に
国
王
か
ら
恩
赦
を
受
け
て
い
る
が
、
こ

の
恩
赦
の
有
効
性
は
今
後
の
裁
判
の
な
か
で
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
設
置
法
四
○
条
）。
ま
た

ア
ン
ロ
ン
ベ
ン
人
民
裁
判
で
裁
か
れ
た
ポ
ル
・
ポ

ト
は
一
九
九
八
年
に
死
亡
し
、
こ
れ
以
上
の
裁
判

は
不
可
能
で
あ
る
。
今
回
の
特
別
法
廷
は
、
基
本

的
に
は
過
去
の
国
内
法
廷
と
は
独
立
し
た
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
参
考
文
献
⑤
）。

●
法
廷
の
概
要
│
組
織
と
手
続
き

①
組
織
。
人
員
構
成
は
、
司
法
官
お
よ
び
事
務

局
と
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
と
外
国
人
の
両
方
が
協

働
す
る
混
合
方
式
（H

ybrid Tribunal

）
を
採
っ

て
い
る
。
司
法
官
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
六
年
五

月
四
日
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
司
法
官
職
高
等
評
議
会
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
人
一
七
人
、
国
連
か
ら
提
出
さ
れ
た

候
補
者
リ
ス
ト
に
よ
る
外
国
人
一
二
人
の
合
計
二

九
人
を
選
出
し
た
（
以
下
、
図
１
参
照
）。
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
は
経
験
や
能
力
、
特
別
法
廷
設
置
決
定

後
に
国
連
が
行
っ
た
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受

講
状
況
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
出
し
、
外

国
人
候
補
者
は
国
連
の
自
薦
・
他
薦
に
よ
る
公
募

手
続
き
に
よ
り
選
出
し
た
と
い
う
。
外
国
人
司
法

官
の
な
か
に
は
、
上
級
審
の
裁
判
官
と
し
て
任
命

さ
れ
た
外
務
省
国
際
条
約
局
／
検
事
の
野
口
元
郎

氏
が
含
ま
れ
る
。
彼
ら
は
二
○
○
六
年
五
月
七
日

に
国
王
に
よ
り
正
式
に
司
法
官
と
し
て
任
命
さ
れ
、

七
月
三
日
に
宣
誓
式
に
臨
ん
だ
。

事
務
局
は
、
二
○
○
五
年
末
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
政

府
が
選
出
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
事
務
総
長
お
よ

び
国
連
が
選
出
し
政
府
が
承
認
し
た
外
国
人
の
事

務
次
長
が
就
任
し
、
司
法
官
ら
が
始
動
す
る
よ
り

一
足
先
に
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
事
務
局
内
の

七
部
局
と
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
と
外
国
人
ス
タ
ッ

フ
の
協
働
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

混
合
方
式
の
国
際
法
廷
は
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
や

東
チ
モ
ー
ル
の
法
廷
で
も
採
用
さ
れ
た
が
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
議
論
が
開
始
さ
れ
た
一
九
九
○
年
代
末

は
国
際
的
に
前
例
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国
内
司

法
官
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
点
で
は
、
他
の
混

合
方
式
と
比
較
し
て
も
特
異
で
あ
る
（
参
考
文
献

③
）。
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、
国
内
で
実
施
す
る

こ
と
で
国
民
が
裁
判
の
行
方
を
見
守
る
こ
と
が
で

き
る
、
裁
判
に
か
か
る
費
用
を
抑
え
ら
れ
る
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
人
司
法
官
が
国
際
経
験
豊
か
な
外
国
人

司
法
官
ら
の
経
験
か
ら
学
ぶ
機
会
が
得
ら
れ
る
等

の
メ
リ
ッ
ト
を
挙
げ
て
、
こ
の
方
式
を
評
価
し
て

い
る
。
一
方
、
よ
り
公
正
な
裁
判
を
求
め
る
国
連

や
国
際
社
会
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
で
カ
ン
ボ
ジ

ア
人
を
主
体
と
し
た
裁
判
を
行
う
こ
と
で
生
じ
る

関
係
者
へ
の
政
治
的
圧
力
を
懸
念
し
て
い
る
。

②
裁
判
手
続
き
の
流
れ
。
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
二
年
制
定
の
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
法
お
よ
び
一
九

国・機関 支援金額
（万ドル） 内容

国連負担分 4,300

国際職員（裁判官・検
察官・事務局員）人件
費、資機材、弁護費用
など

日本 2,160
フランス 480
イギリス 287
オーストラリア 235
オランダ 198
カナダ 161
ドイツ 100
ノルウェー 100
デンマーク 53
オーストリア 36
スウェーデン 15
韓国 15
ルクセンブルグ 6
カンボジア政府負担分 1,330

法廷の土地・建物の提
供、カンボジア人職員
（裁判官・検察官・事
務局員）人件費など

カンボジア 150
EU 120
インド 100
タイ 0.025
UNTAC資金分 約 500

表１　各国の負担金

（出所）特別法廷タスクフォースウェブサイト（http://www.cambodia.
gov.kh/krt）および事務局へのヒアリングを参考に筆者作成。

（注）国連負担分は、2005 年 3 月会合時の拠出約束ベースでの合計
3846 万ドルに対する内訳である。拠出約束はその後も相次いでお
り、総額はその後増加している。米国はDC-Cam（NGO）への支
援をもって法廷への支援に代替しているということ等を理由に、
国連負担金には関与していない。
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九
三
年
制
定
の
刑

事
訴
訟
法
が
参
照

さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
法
が
取

り
扱
っ
て
い
な
い

問
題
や
不
確
実
な

点
、
国
際
標
準
と

の
整
合
性
に
疑
義

が
あ
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
国
際
的

な
レ
ベ
ル
で
確
立

さ
れ
た
手
続
法
に

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
求

め
る
こ
と
が
で
き

る
（
設
置
法
二
○

条
、
二
三
条
、
三

三
条
、
参
考
文
献

③
）。具

体
的
に
は
、

ま
ず
検
察
官
に
よ

る
証
拠
集
め
が
行

わ
れ
、
被
疑
者
と

公
訴
事
実
の
特
定

を
行
う
。
そ
の
際

集
め
た
証
拠
を
も

っ
て
、
訴
訟
記
録

を
作
成
し
、
捜
査

判
事
に
提
出
す
る
。

捜
査
判
事
は
そ
れ

を
も
と
に
、
被
疑

者
を
逮
捕
し
て
取

り
調
べ
、
十
分
な
証
拠
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、

検
察
官
に
そ
の
結
果
を
提
示
し
、
検
察
官
が
公
訴

提
起
を
す
る
。
な
お
、
検
察
官
、
捜
査
判
事
と
も

カ
ン
ボ
ジ
ア
人
一
人
、
外
国
人
一
人
の
体
制
を
と

っ
て
お
り
、
両
者
の
間
で
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た

場
合
、
予
審
裁
判
官
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
三
人
、
外

国
人
二
人
）
の
特
別
多
数
決
に
よ
り
判
断
が
下
さ

れ
る
（
設
置
法
二
○
条
）。

起
訴
後
、
第
一
審
で
の
裁
判
が
始
ま
る
。
今
回

の
裁
判
で
は
予
算
上
三
年
と
い
う
時
間
の
制
約
が

あ
る
こ
と
か
ら
二
審
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
上
級

審
で
の
判
決
が
最
終
的
な
判
決
と
し
て
確
定
す
る
。

第
一
審
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
三
人
、
外
国
人
二
人
の

合
計
五
人
、
上
級
審
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
四
人
、

外
国
人
三
人
の
合
計
七
人
の
裁
判
官
の
特
別
多
数

決
制
に
よ
っ
て
判
決
が
下
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
審
で
は
五
人
中
四
人
、
上
級
審
で
は
七
人
中

五
人
の
賛
成
が
必
要
と
な
る
（
設
置
法
九
条
、
一

四
条
）。
い
ず
れ
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
み
、
も

し
く
は
外
国
人
の
み
で
の
決
定
が
で
き
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。
特
別
多
数
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は

無
罪
が
推
定
さ
れ
、
釈
放
さ
れ
る
。

③
ど
の
よ
う
な
犯
罪
が
裁
か
れ
る
の
か
。
裁
か

れ
る
犯
罪
の
人
的
管
轄
権
は
「
民
主
カ
ン
プ
チ
ア

時
代
の
上
級
指
導
者
（senior leaders

）
で
あ
り
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
刑
法
、
国
際
人
道
法
お
よ
び
慣
習
法

な
ら
び
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
国
際

条
約
上
の
重
大
な
違
反
で
、
一
九
七
五
年
四
月
一

七
日
か
ら
一
九
七
九
年
一
月
六
日
ま
で
の
期
間
に

行
わ
れ
た
こ
と
に
最
も
責
任
を
持
つ
（m

ost re-

sponsible

）
者
」（
設
置
法
二
条
）
で
あ
る
。
カ

ン
ボ
ジ
ア
刑
法
上
の
犯
罪
と
し
て
は
、
殺
人
（
一

九
五
六
年
刑
法
五
○
一
〜
五
○
八
条
）、
拷
問

（
同
刑
法
五
○
○
条
）、
宗
教
的
迫
害
（
同
刑
法

二
○
九
〜
二
一
○
条
）
に
つ
き
、
時
効
を
三
○
年

に
延
長
し
て
取
り
扱
う
（
設
置
法
三
条
）。
国
際

法
上
の
犯
罪
と
し
て
は
、
一
九
四
八
年
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
上
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
行
為
、
人
道
に
対

す
る
犯
罪
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
上
の

戦
争
犯
罪
な
ど
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
一
九
七
五
年
以

前
か
ら
加
盟
・
批
准
し
て
い
る
条
約
に
基
づ
く
犯

罪
が
挙
げ
ら
れ
る
（
設
置
法
四
〜
八
条
）。
以
上

に
当
て
は
ま
る
と
し
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
表
２
に
挙
げ
る

人
物
た
ち
で
あ
る
。

裁
判
で
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
、
最
低
五
年
の
懲

役
、
最
高
刑
と
し
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
憲
法
で
は

死
刑
を
廃
止
し
て
い
る
（
憲
法
三
二
条
）
た
め
終

身
刑
が
科
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
不
正
に
得
た
財
産

の
没
収
も
あ
り
う
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
刑
事
訴
訟

法
で
は
、
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
被
害
者
か
ら
の

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
制
度
（
付
帯
私
訴
制

度
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
（
刑
訴
法
一
二
〜

二
○
条
）、
没
収
財
産
を
被
害
者
救
済
の
た
め
に

あ
て
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
議
論
も
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
被
害
者
が
あ
ま
り
に
多
く
、
実

際
に
特
定
し
て
救
済
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
没
収
さ
れ
た
財
産
は
国
庫
に
納

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
参
考
文
献
⑤
）。

④
ど
の
よ
う
な
証
拠
が
用
い
ら
れ
る
の
か
。
特

別
法
廷
の
捜
査
・
裁
判
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
書
類
、

集
団
墓
地
や
刑
務
所
跡
な
ど
の
物
理
的
証
拠
、
被

図１　特別法廷組織図 
裁判部 

上級審（Supreme Court Chamber）：７人（カンボジア人4人、外国人3人、予備2人） 

第一審（Trial Chamber）：５人（カンボジア人3人、外国人2人、予備2人） 

共同捜査判事（Co-Investigating Judges）：２人（カンボジア人1人、外国人1人、予備1人） 

共同検察官（Co-Prosecutors）：２人（カンボジア人1人、外国人1人、予備２人） 

予審裁判官（Pre-Trial Chamber）：５人（カンボジア人3人、外国人2人、予備1人） 

Kong Srim（控訴裁判所担当検事副総長）、Som Sereyvuth（最高裁判所裁判官）、Sin Rith（最高裁判所担当検察
官）、Ya Narin（ラタナキリ州裁判所長）、Motoo Noguchi（日本、外務省国際法局国際法課・検事）、Agnieszka 
Klonowiecka-Milart（ポーランド、コソボ最高裁判所裁判官）、Chandra Nihal Jayasinghe（スリランカ、スリランカ最高
裁判所裁判長）、Mong Monichariya**（最高裁判所裁判官）、Martin Karopkin**（米国、コソボ最高裁判所裁判官） 

Nil Nonn*（バッタンバン州裁判所所長）、Thou Mony（控訴裁判所裁判官）、Ya Sokhan（バンテアイミアンチャイ州
裁判所裁判官）、Silvia Cartwright（ニュージーランド、第18代ニュージーランド総督）、Jean-Marc Lavergne（フラン
ス、ルマン高等民事裁判所副所長）、You Ottara**（最高裁判所裁判官）、Claudia Fenz**（オーストリア、コソボ国際
刑事裁判所裁判官） 

You Bun Leng（控訴裁判所裁判官）、Marcel Lemonde（フランス、バスティア・コルシカ控訴裁判所長官）、Thong 
Ol **（コンポンチャム州裁判所裁判官） 

Chea Leang（控訴裁判所担当検察官）、Robert Petit（カナダ、連邦司法局戦争犯罪部法律顧問）、Chuon Sun 
Leng **（最高裁判所担当検事副総長）、Paul Coffey**（米国、米国司法省） 

Prak Kimsan（司法官職高等評議会メンバー）、Ney Thol（軍裁判所所長）、Hout Vuthy（カンダール州裁判所検察
官）、Rowan Downing（オーストラリア、弁護士）、Katinka Lahuis（オランダ、オランダ控訴裁判所刑事部）、Pen 
Pichsaly **（司法省） 

事務局 

事務総長：Sean Visoth 
事務次長：Michelle Lee 
（中国、ルワンダ戦犯法廷事務局） 

弁護支援 
ユニット 

人事 

予算・財務 

総務 

警備・安全 

法廷管理 

広報 

情報通信技術 

（出所）各種新聞報道および特別法廷タス
クフォースのウェブサイトを参考に筆
者作成。 

（注１）* は裁判長、** は予備人員を示す。 
（注２）括弧内は国際司法官の出身国およ
び就任前の役職・所属機関（参考のた
めの暫定訳）を示す。なお、カンボジ
ア人司法官には国名を記していない。 
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害
者
・
実
行
者
・
証
人
・
被
告
ら
の
陳
述
や
供
述

書
が
証
拠
と
し
て
参
照
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か

に
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

・
セ
ン
タ
ー
（D

C
-C

am

）
が
収
集
し
て
き
た
カ

ン
ボ
ジ
ア
共
産
党
の
議
事
録
や
拷
問
さ
れ
た
人
々

の
調
書
が
数
多
く
含
ま
れ
る
（
参
考
文
献
②
、

⑤
）。D

C
-C

am

と
は
、
一
九
九
五
年
一
月
に
米

国
政
府
の
支
援
を
受
け
て
開
始
さ
れ
た
エ
ー
ル
大

学
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
る
調
査
を
引
き
継
い
で
、
一
九
九
七
年
一

月
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
活
動
を
継
続
し
て
い
る
組

織
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
事
務
局
に
よ
る
広
報
活

動
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
証
拠
収
集
の
た

め
の
試
み
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

●
今
後
の
展
望

二
○
○
六
年
七
月
に
司
法
官
の
宣
誓
式
が
行
わ

れ
、
直
後
か
ら
検
察
官
に
よ
る
捜
査
が
始
ま
っ
た
。

「
二
○
○
六
年
九
月
に
は
捜
査
判
事
に
よ
る
手
続

き
に
入
り
、
二
○
○
七
年
の
な
る
べ
く
早
い
う
ち

に
裁
判
手
続
き
を
開
始
し
た
い
」
と
い
う
の
が
、

二
○
○
六
年
八
月
時
点
で
の
事
務
局
広
報
の
見
解

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
○
○
六
年
一
一
月
末
現

在
、
検
察
官
に
よ
る
捜
査
は
終
了
し
て
い
な
い
。

な
お
、
宣
誓
式
後
に
司
法
官
ら
が
一
堂
に
会
し

て
、
戦
略
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
裁
判
手

続
き
の
確
認
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
で
、
被
告
人

に
外
国
人
弁
護
人
を
認
め
る
法
的
根
拠
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
な
ど
、
制
度
面
に
不
備
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の

進
捗
に
あ
わ
せ
て
整
備
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
は
二
○
○
六
年
八
月
末
に
法
廷
の
事
務
局

を
訪
問
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
施
設
は
国
軍
司
令

部
に
隣
接
し
て
お
り
、
市
内
か
ら
車
で
三
○
分
程

度
か
か
る
。「
国
民
に
開
か
れ
た
法
廷
を
」
と
い

う
政
府
や
事
務
局
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
ど
れ
だ

け
の
国
民
が
法
廷
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
か
、
不

安
は
拭
い
去
れ
な
い
。
建
物
内
部
は
改
装
作
業
が

終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
ペ
ン
キ
を
抱
え
た
作
業
員
が

黙
々
と
作
業
を
こ
な
し
て
い
る
。
法
廷
が
「
動
き

出
し
た
」
と
い
う
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、

建
物
も
含
め
て
、
ま
さ
に
「
走
り
な
が
ら
準
備
す

る
」
と
い
っ
た
状
態
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

裁
判
に
対
す
る
国
民
の
姿
勢
は
、
そ
の
行
方
に

少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
抱
き
つ
つ
も
、
期
待
と
あ
き

ら
め
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
の
が
現
状
と
い
え
よ

う
。
筆
者
が
参
加
す
る
機
会
を
得
た
一
般
市
民
を

対
象
と
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
戦
争
犯
罪
を
追

及
す
る
活
発
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
責
任

あ
る
地
位
の
人
が
「
何
が
あ
っ
た
の
か
」
を
説
明

す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
真
相
解
明
の

た
め
に
一
定
の
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
近
年
新
聞
等
で
は
、
当
時
の
幹
部
の

「
大
量
殺
戮
の
事
実
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う

趣
旨
の
発
言
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
ど
れ

だ
け
の
真
実
が
法
廷
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
か
は

未
知
数
で
あ
る
。

二
○
○
六
年
七
月
に
、
当
初
主
要
な
容
疑
者
の

一
人
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
八
年
以
来
プ

ノ
ン
ペ
ン
市
内
の
刑
務
所
に
拘
留
さ
れ
て
い
た
タ

・
モ
ク
（
元
南
西
部
管
区
地
方
書
記
・
党
中
央
委

員
）
が
八
一
歳
で
死
亡
し
た
。
関
係
者
は
い
ず
れ

も
八
○
歳
近
い
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
裁
判
と
い

う
機
会
を
逸
し
た
ま
ま
に
時
間
だ
け
が
過
ぎ
去
る

可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
今
後
い
か
に
裁

判
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
て
い
く
の
か
、
特
別
法
廷

を
支
援
す
る
国
際
社
会
か
ら
も
そ
の
進
展
を
注
視

し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
は 

つ
か
の　

な
お
み
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
参
考
文
献
》

①
天
川
直
子
「
誰
を
ど
う
裁
く
の
か
│
ポ
ル
・
ポ

ト
政
権
崩
壊
後
か
ら
四
半
世
紀
」
上
田
広
美
・

岡
田
知
子
編
著
『
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
知
る
た
め
の

60
章
』
明
石
書
店
、
二
○
○
六
年
。

②
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ヘ
ダ
ー
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ｄ
・

テ
ィ
ッ
ト
モ
ア
『
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
虐
殺
は
裁
け

る
か
│
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
国
際
法
廷
へ
の

道
』（
四
本
健
二
訳
）
現
代
人
文
社
、
二
○
○

五
年
。

③
野
口
元
郎
「
動
き
出
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法

廷
│
そ
の
基
本
構
造
と
日
本
の
役
割
』（『
ジ
ュ

リ
ス
ト
』
二
○
○
六
年
一
○
月
一
五
日
）。

④
四
本
健
二
「
ポ
ス
ト
紛
争
国
家
に
お
け
る
国
民

和
解
│
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
ク
メ
ー
ル
・
ル

ー
ジ
ュ
問
題
」
孝
忠
延
夫
他
編
『
ア
ジ
ア
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
法
Ⅰ
』
関
西
大
学
法
学
研
究
所

研
究
叢
書
第
三
四
冊
、
二
○
○
六
年
。

⑤

E
xtraordinary C

ham
bers in the C

ourts of 

C
am

bodia

（E
C

C
C

）, “A
n Introduction to the 

K
hm

er R
ouge Trials, ” 2006.

名前 民主カンプチア時代の地位 近況
ヌオン・チア（ブラザー・ナンバー 2）党副書記 1998 年に投降し、パイリン在住。
イエン・サリ 外務担当副首相 1996 年に投降し、国王による恩赦をうける。プノンペン在住。
キュー・サンパン 国家元首 和平プロセス時のクメール・ルージュ側の交渉を担う。1998 年

に投降し、パイリン在住。
スウ・メット 元民主カンプチア空軍第 502 航空師団を指

揮する党書記
バッタンバンにいるという説もあるが、所在は不明。

メア・ムット 元民主カンプチア海兵隊第 164 師団を指揮
する党書記

アンロンベン在住。

ドゥイ（カン・ケック・イウ） S21（トゥール・スレン）所長 プノンペン市内の刑務所内。

表２　主要な容疑者

（出所）参考文献②および各種新聞報道より筆者作成。


